
国立大学法人東京学芸大学債権管理事務要項の一部改正について 

 

改正理由: 事務組織の再編等に伴い，所要の改正を行うものである。 

改   正 現   行 

別表（第４条関係） 

債権の種類及び債権発生等通知義務者等 

債権の種類 区  分 通知義務者 通知担当課 

   〔省略〕 

不動産売払代債権  契約担当役 
施設企画課、学術

情報課 

農産物等売払代債

権 
 契約担当役 経理課 

不用品売払代債権  契約担当役 経理課 

刊行物売払代債権  契約担当役 学術情報課 

物件売払代債権  契約担当役 経理課 

財産貸付料債権 
 学長 

施設企画課、学術

情報課 

国際交流会館 学務部長 国際課 

職員宿舎貸付料債

権 
 学長 

施設企画課、学術

情報課 

寄宿料債権 
 学務部長 学生サービス課 

国際交流会館 学務部長 国際課 

受託研究・事業等

収入債権 
 契約担当役 経理課 

物品等売払代債権  契約担当役 経理課 

損害賠償金債権  学長 財務課 

返納金債権  出納命令役 経理課 

別表（第４条関係） 

債権の種類及び債権発生等通知義務者等 

債権の種類 区  分 通知義務者 通知担当課 

   〔省略〕 

不動産売払代債権  契約担当役 
施設企画課、情報

管理課 

農産物等売払代債

権 
 契約担当役 契約課 

不用品売払代債権  契約担当役 契約課 

刊行物売払代債権  契約担当役 情報管理課 

物件売払代債権  契約担当役 契約課 

財産貸付料債権 
 学長 

施設企画課、情報

管理課 

国際交流会館 学務部長 国際課 

職員宿舎貸付料債

権 
 学長 

施設企画課、情報

管理課 

寄宿料債権 
 学務部長 学生サービス課 

国際交流会館 学務部長 国際課 

受託研究・事業等

収入債権 
 契約担当役 契約課 

物品等売払代債権  契約担当役 契約課 

損害賠償金債権  学長 財務課 

返納金債権  出納命令役 経理課、契約課 



その他の債権    

 

   附 則 

 この要項は，平成20年４月１日から施行する。 

その他の債権    
 

 


